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受益者の皆さまへ                                       2026 年 3 月 10 日 

弊社ファンドの基準価額の下落について（3月 10日） 

下記公募ファンドの 3 月 10 日の基準価額は、前営業日比 5％以上の下落となりました。基準価額下落となりました背

景と今後の見通しについてご報告します。 

 

 

基準価額下落の背景と今後の見通し 

3 月 9 日のアジア株式市場は、中東情勢の緊迫化を背景に WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油先

物価格が一時 1 バレル 119 米ドル台まで急騰する中、一気に投資家心理が冷え込み急落しました。特にベトナム VN

指数が前週末比▲6.5％、フィリピン総合指数が同▲5.0％と大幅な下落となりました。一方、10 日の為替市場では、

トランプ米大統領がイランとの戦争終結が近いとの認識を示したことなどで原油先物価格が急反落し、日本の貿易赤字

の拡大を懸念した円売りを巻き戻す動きが出たことで、ベトナムドン、フィリピンペソ、インドネシアルピアは円に対してそれぞ

れ 0.9％、1.4％、1.1％の下落となりました。 

ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に目を転じますと、ベトナムやインドネシアの実質国内総生産（GDP）は、

2025 年 10-12 月期にそれぞれ前年同期比 8.46％増、同 5.39％増へと前期から伸びを高めたほか、26 年 2 月の

製造業購買担当者景気指数（PMI）はそれぞれ 54.3、53.8 へと改善し、好不況の分かれ目とされる 50 を上回って

推移しています。一方、フィリピンの実質 GDP 成長率は、自然災害や汚職調査などによる公共事業の遅れを背景に減

速を続け、25 年通年で前年比 4.4％にとどまりましたが、2 月の製造業 PMI は 54.6 へと一段の改善を示しています。 

今後の見通しについては、イランで殺害されたハメネイ師の後継として反米保守強硬派として知られる同師の次男モジ

タバ・ハメネイ師が最高指導者に選出されたことで、同国と米国・イスラエルとの軍事衝突の先行きはまだ予断を許さないと

言わざるを得ません。世界経済の先行き不透明感は強く、今後も変動性の高い相場展開が想定されますが、今期の予

想 PER（株価収益率、市場予想ベース）は 9 日時点でベトナムが 12.3 倍、フィリピンが 9.4 倍、インドネシアが

14.6 倍とそれぞれ過去 10 年平均を下回る割安圏にあり、一定の悪材料を織り込みつつあるとみられます。    以上 

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

ファンド名 3月9日 3月10日 前営業日比 騰落率

CAMベトナムファンド 29,432円 27,292円 ▲2,140円 ▲7.3%

ベトナム成長株インカムファンド 21,696円 20,088円 ▲1,608円 ▲7.4%

ベトナム成長株ファンド（年1回決算型） 12,285円 11,409円 ▲876円 ▲7.1%

フィリピン株ファンド 10,396円 9,725円 ▲671円 ▲6.5%

アセアンCAM-VIPファンド 14,640円 13,735円 ▲905円 ▲6.2%

【為替】

為替レート 3月9日 3月10日 前営業日比 騰落率

ベトナムドン（100単位）/円 0.6053 0.5997 ▲0.01 ▲0.9%

フィリピンペソ/円 2.6898 2.6519 ▲0.04 ▲1.4%

インドネシアルピア（100単位）/円 0.94 0.93 ▲0.01 ▲1.1%

＊為替レートの数値・前日比は投信協会のデータに基づいて作成

【株価】

株式指数 3月6日 3月9日 前営業日比 騰落率

ベトナムVN指数 1,767.84 1,652.79 ▲115.05 ▲6.5%

フィリピン総合指数 6,320.41 6,006.22 ▲314.19 ▲5.0%

ジャカルタ総合指数 7,585.69 7,337.37 ▲248.32 ▲3.3%
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＜投資信託に関するご注意＞ 

■投資信託に係わるリスクについて  

  投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としております。当該資産の市場における

取引価格や為替レートの変動等により基準価額は影響を受けるため、損失が生じる可能性があります。したがって、金融機

関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。 

  また、ファンドは預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失

はすべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりません。購

入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見書）」を予めあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご

確認いただき、ご自身でご判断ください。 

 

■投資信託に係わる費用について 

  ①お申込時に直接ご負担いただく費用  申込み手数料： 上限 3.85％(税抜 3.50％) 

  ②ご解約時に直接ご負担いただく費用  信託財産留保額： 0％～0.5％ 

  ③投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

     信託報酬： 年 1.375%（税抜き 1.25%）～2.618%（税抜き 2.38%）   

   （ハイウォーターマーク方式による実績報酬 22.0％（税抜き 20％）がかかるファンドもあります） 

  ④その他費用 

     有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査費用、 

     信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等 

        ※詳しくは各商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 

※リスクについては一般的な投資信託を想定しています。また、費用の料率等につきましては、キャピタル アセットマネジメント

が運用する投資信託のうちでの上限や範囲を示しております。投資信託に係わるリスクや費用は商品ごとに異なりますの

で、ご投資をされる際には、事前に「投資信託 説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 

 

＜当資料に関するご注意＞ 

■本資料におけるデータ・分析等は過去の実績に基づくものであり、将来の市場環境の変動等を保証、示唆するものでは 

ありません。 

 

■本資料はキャピタル アセットマネジメント株式会社が、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、そ

の正確性・完全性を保証するものではありません。 

 

■本資料に記載されたキャピタル アセットマネジメント株式会社の見解や見通しは本資料作成時点のものであり、市場環

境等の変化により、予告なく変更する場合があります。 

 

 

 

 

キャピタル アセットマネジメント株式会社  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 383 号 

加入協会： 一般社団法人 投資信託協会  

一般社団法人 日本投資顧問業協会 



投資信託の重要事項 

【投資信託の手数料等】 

・投資信託のお申し込み時には購入時手数料（上限 3.85％（税込））をご負担いただきます。なお、購

入時手数料はファンド毎に異なります。 

・投資信託を保有する場合には、信託財産を通じて、間接的に運用管理費用（信託報酬）をご負担い

ただきます。運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間末または信託終了の時に投資信託財産

（ファンド）から支払われます。 

・投資信託の換金時には、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。 

・その他、ファンドの監査費用、有価証券等売買時の売買委託手数料、資産の保全などに要する費用

をその都度ファンドが負担いたします。また、ファンドが投資対象とする投資信託証券において

も、有価証券などの売買手数料がかかります。こうした費用・手数料については、運用状況等によ

り変動するため事前に上限額等を表記できません。 

・投資信託のご購入、換金にあたり、円貨から外貨、または外貨から円貨へ転換する際は、為替手数料

が上記の各種手数料とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相

場に変動がない場合でも換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。 

・これらの手数料等は各投資信託及びその通貨、購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方

法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、交付目論見書・販売用資料等でご

確認ください。 

 

【投資信託のリスク】 

・主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、株価変動リスク、

金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、信用リスク、税制変更リス

ク等があります。こうしたリスク要因により、基準価額は変動し、基準価額が下落することにより

投資元本を割り込む場合があります。そのため元本の保証や将来の利回りをお約束するものではあ

りません。 

 

 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「目論見書補完書面」

を必ずご確認ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「目論見書補完書面」は、当社

本支店等にご用意しています。 

 ファンドによっては、お取扱いできない日があるなど制限がある場合があります。また、残存口

数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（償還）されるこ

とがあります。 

 外国投資信託のお取引に当たっては、外国証券取引口座の開設が必要です。 

 投資信託は預金ではありません。 

 投資信託は預金保険の対象ではありません。 

 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の規定（いわゆるクーリングオフ）の適

用はありません。 

 

 
商号：株式会社証券ジャパン 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 170 号 

加入協会：日本証券業協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会 


